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５ リサイクル 

（１）リサイクル量の実績 

本市のリサイクル量は平成 24（2012）年度の 13,682ｔから 789ｔ減少し、平成 29

（2017）年度には 12,893ｔ（約６％減）となっています。なお、平成 27（2015）年度

の再生砕石資源化が開始され、焼却灰のリサイクルが増加傾向になりました。［表

2-2-2］ 

表 2-2-2：リサイクル量の推移 

年度

 区　　　　　　　分 単位

リサイクル量 t/年 13,681.76 13,648.50 13,238.29 13,199.05 12,877.14 12,892.90

　集団資源回収量 t/年 2,433.92 2,290.76 2,207.34 2,054.73 1,849.41 1,739.28

　中間処理後リサイクル量 t/年 8,781.08 8,744.67 8,628.45 8,736.58 8,484.00 8,514.21

廃家電 t/年 1.85 1.21 1.91 0.21 1.21 0.22

磁性物 t/年 516.60 493.92 455.76 490.46 442.11 445.76

アルミガラ t/年 7.14 8.18 8.06 5.76 8.22 8.27

プラスチック t/年 2,468.65 2,210.74 2,309.27 2,453.55 2,424.93 2,518.06

ペットボトル t/年 330.95 338.92 338.75 357.74 373.41 349.48

びん t/年 1,024.59 1,023.42 1,017.65 1,030.84 991.20 990.08

無色 t/年 395.47 422.00 402.75 422.15 400.17 423.30

茶色 t/年 290.62 313.15 285.16 284.73 272.93 277.80

その他 t/年 338.50 288.27 329.74 323.96 318.10 288.98

かん t/年 381.29 382.08 367.77 368.08 354.48 346.03

アルミ t/年 194.41 195.19 199.98 206.13 210.10 205.24

スチール t/年 186.88 186.89 167.79 161.95 144.38 140.79

ダンボール t/年 960.77 981.65 989.23 1,026.27 1,041.52 1,075.26

新聞紙 t/年 1,049.66 1,066.14 915.85 854.97 810.88 763.83

布類 t/年 415.79 447.33 441.61 500.31 444.60 465.13

雑誌 t/年 1,278.54 1,379.88 1,318.53 1,368.76 1,269.94 1,215.76

紙パック t/年 3.50 2.56 4.54 2.15 1.55 0.85

自転車 t/年 44.46 47.57 48.68 48.04 47.05 52.82

コード、ステンレス、鉄くず t/年 61.47 27.18 32.32 16.13 24.29 11.37

乾電池、蛍光管 t/年 18.97 15.25 14.40 11.14 10.29 10.74

布団 t/年 12.98 8.51 7.68 4.95 0.00 0.00

携帯電話 t/年 0.10 0.04 0.06 0.06 0.03 0.12

残渣ペットボトル t/年 168.06 159.69 156.41 107.39 163.99 175.47

スプレー缶 t/年 35.71 35.22 45.78 38.68 38.03 38.30

小型家電品合計 t/年 0.00 59.77 67.07 33.18 27.79 29.12

A t/年 0.00 3.19 7.59 3.48 3.59 3.68

B t/年 0.00 56.58 59.48 29.39 24.01 25.04

C t/年 0.00 0.00 0.00 0.31 0.19 0.40

不燃物 t/年 - 55.41 87.12 17.92 8.48 17.54

リサイクル率 ％ 28.9 28.5 28.4 28.4 27.4 27.3

　残渣リサイクル量 t/年 2,466.76 2,613.07 2,402.51 2,407.74 2,543.73 2,639.41

焼却残渣 t/年 2,466.76 2,613.07 2,402.51 2,407.74 2,543.73 2,639.41

セメント原料化 t/年 642.60 759.00 661.00 613.00 563.00 502.00

人工砂原料化 t/年 1,824.16 1,854.07 1,741.51 1,244.74 1,191.73 1,346.41

再生砕石資源化 t/年 0.00 0.00 0.00 550.00 789.00 791.00

不燃残渣 t/年 793.32 555.41 583.12 721.92 745.48 875.54

熱回収 t/年 721.56 640.00 573.00 721.00 813.00 934.00

ガス化 t/年 71.76 55.41 87.12 17.92 8.48 17.54

再生利用率 ％ 35.2 35.2 34.7 34.8 34.2 34.3

H29H24 H25 H26 H27 H28

 
注：リサイクル率及び再生利用率とは、以下の式で算出される値です。 

リサイクル率＝（集団資源回収量＋クリーンセンターで中間処理後に回収される資源及び搬入された資源の量）÷ごみ排出量 

再生利用率＝（集団資源回収量＋クリーンセンターで中間処理後に回収される資源及び搬入された資源の量＋焼却残渣のリサ 

イクル量）÷ごみ排出量 

注：不燃残渣のリサイクル量は、上段のプラスチックの量に含まれています。そのため、残渣リサイクル量には加えていません。 
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（２）リサイクル率の推計値との比較 

第５次計画ではリサイクル率を徐々に増加し、推計値において 30.9％になるとして

いましたが、実績値は、27.3％～28.9％の間で推移しています。また、集団資源回収

量分のリサイクル率は、6.3％から徐々に増加する推計値でしたが、実績値は徐々に減

少し、近年は 4.6％で推移しています。［図 2-2-12］、［図 2-2-13］ 
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図 2-2-12：リサイクル率の実績値と推計値との比較 
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図 2-2-13：リサイクル率（集団資源回収量分）の実績値と推計値との比較 

 

６ 国及び県の平均値との比較 

（１）1 人 1 日当たりごみ排出量（以下、「ごみ排出量原単位」という）の比較 

ごみ排出量原単位（ｇ/人・日）は、ごみ排出量（生活系ごみ+集団資源回収＋事業

ごみ）÷人口（各年度 10 月 1 日現在）÷年間日数×106 により算出します。 

国及び県のごみ排出量原単位は、環境省一般廃棄物処理実態調査※（以下、「環境省

実態調査」という）に基づきます。環境省実態調査では、各年度 10 月１日の人口に基

づきごみ排出量原単位を算出しているため、ここで、本市においても、各年度 10 月１

日の人口に基づき算出した値とします。 

※：「環境省一般廃棄物処理実態調査」は、一般廃棄物行政の推進に関する基礎資料を得ることを目的として、 

全国の市町村及び特別地方公共団体に対し環境省が行っている調査 



 

27 

本市のごみ排出量原単位は、国及び県の平均値を下回っており、平成 27（2015）年

度の実績値は、国の平均値よりも 176ｇ/人・日、県平均値よりも 121ｇ/人・日下回っ

た値となっています。また、ごみ排出量に占める事業ごみの割合は、本市が 17％であ

るのに対し、県の平均値は 23％、国の平均値が 30％となっています。［図 2-2-14］、［図

2-2-15］、［図 2-2-16］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-14：ごみ排出量の国及び県平均値との比較 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-15:平成 27 年度ごみ排出量の   図 2-2-16:平成 27 年度生活系ごみ・事業

国県及び平均値との比較          ごみ構成比 国及び県平均値との比較 
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（２）再生利用率の比較 

再生利用率について国及び県の平均値との比較をすると、本市の再生利用率は、国

及び県の平均値を上回っており、平成 27（2015）年度の実績値は、国の平均値よりも

約 14.4 ポイント、県の平均値より約 10.1 ポイント高い値となっています。 

なお、国及び県の再生利用率は、環境省実態調査に基づきます。（環境省実態調査

では再生利用率を「リサイクル率」としています。）［図 2-2-17］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-17：再生利用率の実績値と国及び県平均値との比較 
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（３）国及び県の目標値と本市の実績値との比較 

国及び県の減量化・資源化目標と本市の実績値を比較しますと、平成 29（2017）年

度実績において、「再生利用率」、「最終処分量」で国及び県の目標値を達成しています。 

その他の指標については、平成 32（2020）年度の目標に対して、概ね達成が見込ま

れていますが、事業ごみ量については、7.2％増と県が示す 10％減からは 17.2 ポイン

ト下回っています。 

第８次埼玉県廃棄物処理基本計画では、「３Ｒの推進」を目指し、食品ロスの削減

への県民運動の推進を図るほか、事業系ごみに対して市町村と共同し、事業系ごみ削

減キャンペーン、市町村等のごみ処理施設における搬入物検査の実施などの取組が示

されています。 

このような県の計画を参考として、本市における取組の検討が必要です。［表 2-2-3］ 

表 2-2-3：国及び県の減量化・資源化目標と本市の実績との比較 

区分 

 

項目 

国 県 本 市 

廃棄物処理法に基づ

く基本方針 

平成 28 年 1 月公表 

第 8 次埼玉県廃棄物

処理基本計画 

平成 28 年 3 月策定 

国の目標値との比較 県の目標値との比較 

1 人 1 日当た

り家庭系ごみ

排出量（旧家

庭ごみ-資源

物） 

基準年度及

び基準値 
平成 12 年度 

平成 25 年度 

541ｇ/人・日※1 
－ 

平成 25 年度 

465ｇ/人・日 

目標年度及

び目標値 

平成 32 年度 500ｇ

/人・日（25％減） 

平成 32 年度 

503ｇ/人・日（10％

減） 

－ 

平成 29 年度 

436ｇ/人・日（6％

減） 

事業ごみ量 

基準年度及

び基準値 
目標設定無し 

平成 25 年度 

543 千ｔ/年 
－ 

平成 25 年度 

6,316ｔ 

目標年度及

び目標値 
目標設定無し 

平成 32 年度 

488 千ｔ/年 

（10％減） 

－ 
平成 29 年度 

6,804ｔ（7.2％増） 

ごみ排出量 

基準年度及

び基準値 

平成 24 年度 

指数：100 
目標設定無し 

平成 24 年度 

38,804ｔ 
－ 

目標年度及

び目標値 

平成 32 年度 

指数：88（12％減） 
目標設定無し 

平成 29 年度 

37,620ｔ（3.1％減） 
－ 

再生利用率 

基準年度及

び基準値 

平成 24 年度 

21％ 
目標設定無し 

平成 24 年度 

29％ 
－ 

目標年度及

び目標値 

平成 32 年度 

27％ 
目標設定無し 

平成 29 年度 

34.3％ 
－ 

最終処分量 

基準年度及

び基準値 

平成 24 年度 

指数：100 

平成 25 年度 

49ｇ/人・日 

平成 24 年度 

1,592ｔ 

平成 25 年度 

29ｇ/人・日※2 

目標年度及

び目標値 

平成 32 年度 

指数：86（14％減） 

平成 32 年度 

44ｇ/人・日（10％

減） 

平成 29 年度 

1,167ｔ（36％減） 

平成 29 年度 

23ｇ/人・日※2（29％

減） 

※１：家庭系ごみとは、生活系ごみから資源ごみを除いた値。 

※２：最終処分量原単位 

平成 25年度 1,409ｔ÷131,594 人÷365 日×106＝29ｇ/人・日 

平成 29年度 1,167ｔ÷138,442 人÷365 日×106＝23ｇ/人・日 
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７ 収集・運搬 

（１）収集・運搬体制 

ごみの収集・運搬は、民間に委託しています。収集・運搬に際しては、安全運転を

励行し、交通渋滞の回避、環境への負荷削減に努めています。 

 

（２）家庭ごみ訪問収集 

高齢や障害がある等により、ごみ集積所に持ち出すことが困難で、身近な人の協力

を得られない世帯を対象に、自宅からごみを回収する「生活系ごみ訪問収集事業」を

実施しています。燃やすごみ、燃やせないごみ、資源物（びん・かん・ペットボトル・

プラスチック・新聞等）について、毎週１回、訪問して玄関先から一括で収集してい

ます。 

（３）収集・運搬量 

収集・運搬量は平成 24（2012）年度の 28,652ｔから 927ｔ減少し、平成 29（2017）

年度には 27,725ｔ（約３％減）となっています。燃やすごみは平成 24（2012）年度の

19,837ｔから 369ｔ減少し、平成 29（2017）年度には 19,468ｔ（約２％減）となって

います。燃やせないごみは平成 24（2012）年度の 1,159ｔから 143ｔ減少し、平成 29

（2017）年度には 1,016ｔ（約 12％減）となっています。資源物は平成 24（2012）年

度の 7,404ｔから 399ｔ減少し、平成 29（2017）年度には 7,005ｔ（約５％減）となっ

ています。粗大ごみは平成 24（2012）年度の 252ｔから 16ｔ減少し、平成 29（2017）

年度には 236ｔ（約６％減）となっています。［図 2-2-18］ 

なお、資源物の減少の要因には、次のようなことが考えられます。 

○ インターネットの普及により紙媒体からの情報収集が減少 

○ 容器包装類の軽量化 

○ マイバックの普及、過剰包装の自粛 

○ 容器包装類の店頭回収、新聞店による自主回収の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-18：収集・運搬量の推移 
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８ 中間処理 

（１）処理施設の概要 

本市が所管する中間処理◇施設の概要と処理内容は、次のとおりです。 

   なお、施設の耐用年数は、建物が 45 年・設備機器が 15 年といわれています。 

   そこで、各施設において定期補修工事や修繕を行うことにより、延命化を図るなど、

適正な維持管理に努めています。［表 2-2-4］、［表 2-2-5］、［表 2-2-6］、［表 2-2-7］ 

 

表 2-2-4：ごみ焼却処理施設 

項 目 内     容 

処理能力 120ｔ/日（60ｔ/24 時間×2 炉） 

処理方式 ストーカ式◇ 

竣工年月 平成 6 年 12 月（平成 26 年度延命化工事完了） 

運転管理 民間委託 

処理内容 燃やすごみ、選別後の可燃物を焼却処理しています。 

表 2-2-5：粗大ごみ処理施設 

項 目 内     容 

処理能力 30ｔ/日（5 時間） 

処理方式 破砕◇・選別処理 

竣工年月 昭和 59 年 8 月 

運転管理 民間委託 

処理内容 
燃やせないごみ、粗大ごみを破砕し、可燃物、不燃物、

資源（鉄）に選別処理しています。 

表 2-2-6：あき缶資源化施設 

項 目 内     容 

処理能力 5ｔ/日（5 時間） 

処理方式 磁力選別処理・アルミ選別処理、圧縮処理 

竣工年月 平成 9 年 3 月 

運転管理 民間委託 

処理内容 
あき缶をスチールとアルミに選別処理し、圧縮成型して

います。 

表 2-2-7：プラスチック類処理施設 

項 目 内     容 

処理能力 13.2ｔ/日（5 時間） 

処理方式 手選別処理・圧縮処理 

竣工年月 平成 21 年 3 月 

運転管理 民間委託 

処理内容 
ペットボトル、プラスチック類を選別処理し、圧縮成型

しています。 
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（２）中間処理量 

① 焼却処理量 

焼却処理量は平成 24（2012）年度の 27,028ｔから 86ｔ減少し、平成 29（2017）年

度には 26,942ｔ（約 0.3％減）となっています。［図 2-2-19］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-19：焼却処理量の推移 

 

② 燃やせないごみ、粗大ごみ処理量 

燃やせないごみ、粗大ごみ処理量は、2,337ｔから 2,502ｔの間で推移しています。

［図 2-2-20］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-20：燃やせないごみ、粗大ごみ処理量の推移 
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９ 最終処分 

（１）最終処分の概要 

本市は最終処分場を有していないため、残渣類は、埼玉県や民間の最終処分場に処

分を委託しています。 

最終処分量を削減するため、中間処理後に発生する焼却残渣◇や不燃残渣◇の一部に

ついて民間事業者に処理を委託してリサイクルしています。［表 2-2-8］ 

 

表 2-2-8：残渣類のリサイクル方法 

残  渣  類 リサイクル方法 

焼却灰 人工砂原料化◇、セメント原料化、

再生砕石資源化 

飛灰（ごみ焼却処理施設の集じん器で捕集される灰） セメント原料化 

選別処理後に回収される残渣、廃プラスチック類 ガス化、燃料化 

 

（２）最終処分量（埋立量） 

最終処分量は残渣類をリサイクルしたことにより、平成 24（2012）年度の 1,592ｔ

から 541ｔ減少し、平成 29（2017）年度には 1,051ｔ（約 34.0％減）となっています。

［図 2-2-21］ 
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図 2-2-21：最終処分量の推移 
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１０ ごみ処理経費の推移 

ごみ処理経費は、年間 13.5 億円から 11.3 億円の間で推移しています。 

平成 29（2017）年度における、ごみ処理原価は１人当たりでは年間約８千２百円、１

世帯当たりでは年間約１万８千円、ごみ１ｋｇ当たりでは 30 円となっています。［表

2-2-9］ 

 

表 2-2-9：ごみ処理経費の推移 

区　　　　分 単位 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

人　　　　口 （人） 131,429 132,876 134,709 136,321 137,271 138,721

世　　　　帯 （世帯） 58,951 59,849 60,965 62,220 63,135 64,385

ごみ排出量 （ｔ） 38,804 38,722 38,196 37,966 37,658 37,620

ごみ処理経費 （千円） 1,353,066 1,184,086 1,307,391 1,193,155 1,162,617 1,135,931

1人当たり年間ごみ処理原価 （円） 10,295 8,911 9,705 8,752 8,469 8,189

1世帯当たり年間ごみ処理原価 （円） 22,952 19,785 21,445 19,176 18,414 17,643

1kg当たりごみ処理原価 （円） 35 31 34 31 32 30  

出典：本市の清掃事業概要 

注：人口、世帯数は年度末 

 

１１ 類似団体との比較 

（１）類似団体との比較図 

ごみ処理状況についての類似団体※（24 団体）との比較は、次頁のとおりです。 

本データは環境省実態調査に基づきます。（ここでは、本市における実績データも

実態調査から引用しています。最終処分率については処分量÷ごみ排出量により算出

した値です。） 

環境省実態調査の人口は 10 月１日現在です。 

１人１日平均ごみ排出量の生活系ごみには集団資源回収量を含んでいます。 

環境省が示すリサイクル率とは本市の再生利用率に相当します。 

ごみ処理経費に関しては、収集・運搬費、処理・処分費、運転管理費の合計で、施

設の建設・改良費は年度ごとに変動が大きいため含んでいません。 

類似団体との比較は、客観的に廃棄物処理の状況を評価し、本市がどのレベルにあ

るのか判断するための手法です。［図 2-2-22］、［表 2-2-10］ 

 

 

 

 

 

 

 

※：類似団体：年齢別人口構成、産業別就業人口の構成などに基づき、総務省が自治体を類型別に分類したもの。

関東圏内で市制を施行している類似団体は 24団体あります。 
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図 2-2-22：類似団体との比較 

各評価項目とも平均値よりも上段にある場合、類似団体よりも取組の効果が高いことを示します。 

○ごみ排出量原単位：類似団体平均よりも少ない。（排出抑制の取組効果が高い） 

○事業ごみ構成比：類似団体平均よりも少ない。（事業ごみに対する抑制効果が高い） 

○再生利用率：類似団体平均よりも多い。（資源物回収の取組効果が高い） 

○最終処分率：類似団体平均よりも少ない。（ごみの減量効果が高い） 

○1 人当たり処理経費：類似団体平均よりも少ない。（費用対効果が高い） 

○分別区分数：類似団体平均よりも多い。（資源物の分別収集に積極的） 

朝霞市 

（太線、網掛け） 

類似自治体の平均 

（細線 正六角形） 
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表 2-2-10：類似団体との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 資料：環境省平成 27 年度廃棄物事業実態調査による。人口は平成 27 年 10 月 1日現在。 

 

 

志木市、和光市、新座市は類似団体ではありませんが、本市に隣接する市として参考

に掲載します。［表 2-2-11］ 

 

表 2-2-11：近隣３市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） （千円/人） （区分）

埼玉県 朝霞市 135,556 765 640 126 83.6 16.4 34.7 3.6 9.7 15

茨城県 土浦市 144,277 1,216 741 476 61.0 39.0 29.1 11.1 11.6 16

茨城県 取手市 109,056 914 737 177 80.7 19.3 27.4 3.3 7.6 16

埼玉県 鴻巣市 119,262 815 666 149 81.8 18.2 27.2 0.2 10.0 15

埼玉県 戸田市 134,722 903 632 271 70.1 29.9 19.8 6.9 9.0 18

埼玉県 入間市 149,556 884 724 161 81.9 18.1 23.5 6.9 11.1 13

埼玉県 富士見市 109,856 761 633 128 83.2 16.8 25.5 5.0 8.2 15

埼玉県 三郷市 137,356 970 733 238 75.6 24.4 15.4 8.4 7.6 7

埼玉県 坂戸市 101,310 779 642 138 82.3 17.7 29.6 2.8 12.2 16

埼玉県 ふじみ野市 112,730 803 619 184 77.1 22.9 29.9 3.4 12.9 17

千葉県 木更津市 133,923 1,146 692 455 60.4 39.6 22.3 3.0 19.7 12

千葉県 成田市 131,829 1,099 712 388 64.8 35.2 12.7 7.1 15.8 13

千葉県 我孫子市 132,859 854 679 176 79.5 20.5 24.4 16.0 13.6 20

千葉県 鎌ヶ谷市 109,483 819 644 176 78.6 21.4 22.9 8.0 10.6 14

東京都 武蔵野市 143,251 842 715 126 85.0 15.0 40.2 0.0 18.3 10

東京都 青梅市 136,840 847 727 120 85.8 14.2 35.6 0.0 17.7 14

東京都 昭島市 112,881 778 661 117 84.9 15.1 36.4 0.1 17.6 11

東京都 小金井市 117,851 626 617 9 98.6 1.4 52.8 0.2 26.9 14

東京都 国分寺市 119,914 695 639 56 92.0 8.0 45.6 0.1 23.2 14

東京都 東久留米市 117,102 770 656 114 85.2 14.8 34.0 0.0 14.1 12

東京都 多摩市 147,664 830 664 166 80.1 19.9 34.3 0.0 13.6 13

神奈川県 伊勢原市 101,575 874 722 152 82.6 17.4 21.5 6.0 11.3 21

神奈川県 海老名市 130,579 819 656 163 80.1 19.9 32.5 0.4 10.3 18

神奈川県 座間市 129,791 733 646 87 88.2 11.8 30.8 0.4 12.4 16

125,801 856 675 181 80.1 19.9 29.5 3.9 13.5 15平均値

1人1日平均ごみ排出量

（g/人・日）

再生利用率、処分率

（％）
県名

全体

市区町村名
人口 分別

区分数

家庭ごみ

家庭ごみ・事業ごみ

構成比（％）

再生利用率

処理及び維

持管理費（1

人当たり）
事業ごみ 家庭ごみ 事業ごみ 処分率

（人） （千円/人） （区分）

埼玉県 志木市 73,953 783 630 152 80.5 19.5 29.5 4.7 8.8 13

埼玉県 和光市 80,705 770 648 121 84.2 15.8 29.0 3.8 10.3 13

埼玉県 新座市 163,674 799 648 151 81.1 18.9 27.1 4.9 8.3 15

再生利用率 処分率

県名 市区町村名
人口

1人1日平均ごみ排出量

（g/人・日）

家庭ごみ・事業ごみ

構成比（％）

全体 家庭ごみ

再生利用率、処分率

（％）

家庭ごみ事業ごみ

分別

区分数

処理及び維

持管理費（1

人当たり）
事業ごみ


